
 1 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    第第第第３３３３回南丹市行政評価推進委員会回南丹市行政評価推進委員会回南丹市行政評価推進委員会回南丹市行政評価推進委員会    

議議議議            事事事事            録録録録    

 
日 時：平成２０年１２月１５日（月）午後２時～５時 
場 所：南丹市役所２号庁舎３階 ３０１会議室 
 
出席者：南丹市行政評価推進委員会委員 

四方宏治委員長、窪田好男委員、谷口和久委員、宮本三恵子委員、村上幸隆委員 
事業担当 
 大内健康課長、塩貝係長、 

伊藤企画推進課長、犬石課長補佐、 
西岡農林商工部長、八木商工観光課主幹、大谷主査、山内主査、 
榎本日吉支所地域総務課長、 
小島美山支所地域総務課長 

    事 務 局 
 上原企画管理部長、大野総合政策課長、吉田課長補佐、國府係長、野々口主任 

 
 
１．委員長あいさつ（四方委員長） 
 
２．協議・報告 

１）事務事業評価について 
委員長： 本日は、前回検討いただいた第１分野のうち、時間の都合で検討未済ということ

になりました育児支援事業についての意見交換をしたいと思います。そして、これ

を終えた後、第 1 分野の基本施策「安心して子育てできるまちをめざす」の評価と

これに関連します 7 事業の評価についても、基本施策とあわせて、優・良・可・不

可の判定を委員それぞれのご意見を伺って、委員会としての評価を行いたいと考え

ています。 
     その後、2 つ目のテーマ「ひとを温かく迎える」を取り上げて、作業としては前

回と同様のやり方で進めていきたいと考えています。 
     今後の予定としては、2 つ目のテーマを本日全部終わることは時間的に難しいと

思われますので、次回とあわせて第 2 分野の「ひとを温かく迎える」という基本施

策と事業の評価を終えたいと思います。そして、次回は少し時間が余ると思います

ので、今まで委員会で取り組んできました評価の手法ややり方について、皆さんの

ご意見をあらためてお聞きして、第 5 回目の委員会には、これらを踏まえて今年度

の報告書としてまとめたいと考えています。 
     それでは、本日の作業としまして、前回持ち越しました「育児支援事業」の検討

から作業に入りたいと思います。 
     事務局から説明をお願いします。 
事務局：【資料に基づき説明 】 
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委員長： 今、事務局のほうから前回配布されている資料の説明がありました。前回配布さ

れている資料の中の資料 5 で事業評価におけるチェックポイントという資料もつい

ておりますので、これらをもとに委員の皆さんのご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
委 員： 発達支援センター事業というのは、前回にありましたか。評価対象になっていま

すか。 
委 員： 私も気になっていたが、前回なかった。検討した記憶がない。 
事務局： 発達支援センター事業については、評価対象にはなっていません。健康課から発

達支援センター事業の構想を説明させていただきます。 
事務局： 発達支援センターにつきましては、今現在検討中であり、２１年度に開設する予

定で進めています。その中には、発達相談と療育、日中一時預かりの 3 つの事業を

1 つの建物の中でするというようになっており、発達相談の部分を健康課並びに社

会福祉課が担当しており、その部分を検討しています。今までは、健康診断の中で

心理士などをおいて相談事業をしてきましたが、1 つのところでするほうがよいの

ではないかということで、1 つにまとめて同じ条件で見ていくほうがよいというこ

とで、事業を展開しようとするものです。 
     また、各支所で発達相談やフォローをしていましたが、それも含めて発達支援セ

ンターでするほうがよいということで、発達支援センターで 1 本化する予定で事業

検討をしています。 
委員長： 今、裏面の総括評価の追加で発達支援センター事業に絡んで説明がありました。 
     これを踏まえて、委員の皆さんのご意見をいただけたらと思います。 
委 員： 育児支援の中の発達障害の人は何割なのかわからないが、発達障害でない育児を

どう支援するのかということも大事ではないかと思う。発達障害の方の支援も大事

である。名称が発達支援センターに１本化ということになると、発達障害の方だけ

を対象にした事業のように市民が誤解されないかなと思う。市全体の中で、子育て

をどうサポートして、その中の発達障害の方をどうサポートするのかということを、

あわせてタイトルに出てくる形のほうがいいのではないかと思う。事業を 1 本化す

るについてはということですが。 
事務局： 発達支援センターの説明を付け加えさせていただくと、今までは母子保健の事業

の中で、発達に関わるいろいろな事業をしてきました。検診の中での専門相談や検

診後のフォロー相談、医師の相談なり、心理士の相談などを母子保健で行うとか、

発達障害の支援の中で大きい位置を占める療育の部分が、ばらばらに運営されてお

り、また、今まで保健が抱えていました発達障害の支援は、必ずしも発達障害と診

断された方ばかりではなく、なんとなく育てにくいとか、なんとなく他の子どもと

うまくやっていけないとかの部分もあわせての事業でありました。そのあたりを 1
本の流れとして見られるようなことを考えたいというところから、発達支援センタ

ー構想ができております。その中に、「ちょっと気になるので、相談したい」という

ところの相談窓口から、療育、就学まで流れを追って、支援していける新しいセン

ターを立ち上げるべく検討しています。それはあくまで発達障害、発達支援に特化

した施設です。子育て全体の取組みについては、子育て支援課が行っているすこや

かセンターがあり、そちらのほうは発達障害の方も含めて、すべての方の相談を受

ける場所であり、また母子保健事業でも育児支援の事業を取り組んでいますので、
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発達支援センターについては、発達支援に特化した施設ということで、ご理解いた

だきたいと思います。 
委 員： 活動指標の中に説明のあったすこやかセンターの事業が入っており、数も増えて

いるということなので、その辺が気になりました。 
委 員： 書き方で、活動指標がすべて参加者数とか利用者数になっていますが、説明のあ

った検診時の相談など、どれくらいアクセスできるチャンスがあるのかということ

が、この中からは読み取れない状態になっているので、その辺を明らかにした形で

指標を作らなければいけない。活動指標は、何回そういうチャンスを作ったかとい

うことで、その結果として何人の方が来られたという書き方にならないと、中身が

読み取りにくい。また、こういう事業の場合、発達障害と診断されるよりもグレー

ゾーンの方のほうが多いし、その方がいかにちゃんとした指導を受けられるかとい

う、一貫性が大事だと思うが、そのことをどのように考えているのかということが、

評価表からは読み取れないので、例えば、こういうところと連携して、きちんとこ

の事業は運営しているとか、端的には連絡調整会議とかをしていると思いますが、

その辺のバックアップになるような動きが、ここからは読み取れないのが、気にな

りました。 
委員長： 各事業について、年度始めにある程度具体的な行動目標が設計されていて、その

効果がどうであったかというのが結果として、活動結果に出てくることにすると、

どういう活動をしたか、その効果がわかると思う。結果としては出ているが、これ

が当初考えた活動目標に照らして、どうなのかということになると思う。 
事務局： 活動指標については、今回は参加者の数をメインにしているが、ご指摘のように、

例えばどれだけの回数、頻度で実施したのかについては、今後どんな形で入れてい

くかを検討したい。育児支援事業が複数の事業の集合体であり、先ほどから発達障

害の子どもたちを対象とした事業ということに議論がなっているので、そこだけ訂

正したいが、発達支援の事業と、別に離乳食教室や食育や他の教室事業もこの中に

含まれているので、どういう形で評価をしていこうかということで悩みました。住

民がどれだけこの事業を使われるのか、どれだけ頻度があるのかというあたりの指

標をもう一度検討させていただきたいと思います。 
     成果指標については、担当者としても何をもって成果指標とするかは非常に悩む

ところです。グレーゾーンの子どもたちを含めて、発達障害は改善、いわゆる「治

った」ということはありません。その子の特徴を持ったまま、生活しやすさだとか、

他の子どもたちとのトラブルがどれだけ減ったとか、子育ての中でどれだけ自信を

持って、暮らしていけるというあたりが最終目標と思いますが、その指標をどうい

うふうに出していくかという部分で悩んでいるところですので、ご意見がいただけ

たらありがたいと思います。 
委 員： 課題や目的の書き方自体で発達課題を抱えるというふうに言うと、測ってほしい

のは、発達課題を抱える人が何人いて、その人がこの教室に来られているのか、そ

れで治ったのか、ということを緻密に見なければいけない。逆に言うと来た人をち

ゃんと調べて発達課題があるのかないのかを見て、ないなら対象ではないので、帰

ってくださいということをしているかといえば、決してそうではないはずで、不安

を持っている方なら誰でも対象としているのだと思うので、それに照らして書き方

のほうが実態に即していると思う。不安ということだろうと思う。そういう意味で
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は、唐突に児童虐待の予防を測ると書いてあるのは、発達課題があれば自動的に児

童虐待に走るのかという印象を受けてしまうというところに、書き方の工夫が必要

があってもいいのではないかと思う。 
     すごく細かいことだが、20 年度の予算が 100万円ほど増えているのは、どうして

ですか。参加者とかの実績値はほとんど変わっていないが。 
事務局： 19 年までは実績であり、20 年については予算という形で計上されている分の差

があるということと、20 年の当初予算で計上しているが、20 年から若干子育て支

援課との事業調整を図っており、20 年当初予算には計上したが、実際の業務は子育

て支援課に移行したという部分もありますので、それについての差異は出てきてい

ます。 
事務局： 事業の全体内容は大きく変わっていない。組織の中で分担を変更した。子育て支

援課と健康課で事業をスライドしたということも要因としてはあります。 
委員長：それでは、時間の関係もありますので、育児支援事業につきましては、これくらい

で、意見をいただいたということにさせていただきたいと思います。あとで判定にも

入りますので、そのときにご意見をいただいたら、と思います 
    それでは、これで前回とあわせて、第 1 分野の主な施策と 7 事業の評価を一応終え

たという形になりますので、委員会の目的であります評価の総括に入りたいと思い

ます。 
     まず最初に、基本施策「安心して子育てできるまちをめざす」の部分、前回の資

料２に議論いただいた要約が出ておりまして、これらの評価基準といいますか、評

価の考え方が資料 3 についているかと思いますが、これらに基づいて、各委員のご

意見をいただきたいと思っています。評価としてはチェックポイントを見ながら、

優・良・可・不可ということでいただきたい。 
委 員： 課題自体の捉え方は、全国レベルの話と南丹市独自の話とかがあって、よいかと

思っています。ただ、不安の中身が具体的に捉えきれていないのではないかという

気がします。課題に取り組む必要性の明確化というのは、最終的に何をしたいのか

というと、南丹市では人口減少を防ぎたいのではないかと思う。だとすると、社会

増を別にすれば、少なくとも増加までは難しいと思うが、減少を防ぎたいというの

であれば取り上げ方が違うと思う。もう少し大きな課題で言うと、人口を増やした

いのか、減らしたくないのか、自然増を目的とする子育て支援と社会増を目的とす

るものの、大きな中でのきりわけがどうなっているのかという面があります。基本

施策のもう少し上の段階のことかもしれないが。 
     おおまかに今回見たのは、経済給付する事業と本来の行政サービスというかサポ

ート系の事業に分かれている。経済給付する中で、個別の事業を取り上げていけば、

その評価として、アンケートなどで非常に高い評価を受けているが、その高い評価

だけでいいのかということと、事業が整理されていないということがあると思いま

す。市民から見たらいろいろなところでお金がもらえることはいいのですが、最後

でテーマになった育児支援事業とか子育てすこやかセンターが法令の枠組みの中で

やっていくので、事業が縦割りになっていくのは仕方がないが、例えば子育ての不

安というのがどこへ行けばどういう相談をしてもらえるのかというのが、ペーパー

で見たときはわかりにくいのかもしれない。実際に住んでいる方にとっては、わか

るのかもしれないが。評価の仕方にもかかわるが、個別事業単体で評価すると、そ
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の事業の評価になるが、施策となるともう少しスキームを考える必要があると思う。 
     指標のとり方で言うと、育児支援事業で育児に不安を感じる保護者数が全然出て

いない。一番大事なのは、基本施策の考え方で、子育てに対する不安があるからそ

れを解消しようという大前提があるのなら、ここの部分で何か出てこないとおかし

いと思う。特に小学校低学年より生まれたての乳幼児の子育ての不安のほうが大き

いと思うが、それを感じる保護者がどれだけあって、どういう不安なのかというこ

とがもう少し捉えられると、それに対応する形の施策が考えられるのではないか、

と思う。 
委員長： 非常にまとめにくいかもしれないですが、評価をつけるとしたら、どうですか。 
委 員： 可だと思います。マイナスではないだろうと思いますが、プラス点をつけるには

今言ったような内容を明確にすることが必要と思います。経済的給付というのはあ

まり好まないが、市民の方の要求があるのなら、それはやはり満足感につながる。

ただ、いずれ削らなければならない部分があるのであれば、どうやってそれを説明

するか、ということになると思います。 
委 員： チェックポイントの課題については、具体性という意味では問題があるので、も

う少し丹念に説明をしたほうがいいだろうということがあります。その中で、市が

取り組む必要性があるか、という項目がありますが、この辺については、他に誰が

何を担いうるのかというところの期待は全般的に書かれていません。特に、福祉分

野の場合は、地域とか関係機関とか NPO といったほかの主体があるわけで、そこ

とどういう関係を結んでいこうか、どういうふうに連携しようかというところで、

市が取り組むべき範囲が規定されてくると思う。今回は、そこが余り書かれていな

かったので、そういう意味では課題についてとか、目標設定についてのところで、

本当にそうなんだろうかという疑義が残ると思っています。目的・目標について、

不安がなくなると書いてありますが、不安がなくなることはないと思います。不安

になったときに、どこかへ行き、何か言えば、それがなんとなく解決するような社

会システムになっているというのが、正直なところの目標になると思うので、この

辺の書き方も、気持ちに合うところで設定すべきです。少し乱暴に書きすぎていま

す。 
     ワークシートに書かれていることの周辺情報がなさ過ぎるので、総合評価として

はやりにくいということと、個人へのアプローチと社会システム、というかソフト

へのアプローチとハードとか機能へのアプローチということで、アプローチの仕方

が 3 つくらいあって、どこにどういう形で施策が散らばっているのかがないと、ど

こが、何が抜けているのかがよくわからない状態になっているので、そういう意味

での工夫をしていただければよいと思う。今のままだと、今回はピックアップして

いるので、かなりの部分が抜けていると思うが、事務事業についてはこれで仕方な

いと思いますが、基本施策になると、個別には見ていないがこういう背景があると

いうところがないと、判断しにくい。 
     総合評価としては、最初は少し辛めにつけたほうが伸び代が大きくなるのかなと

いうことで可としたい。 
委 員： 前回の議論と今回の議論で重複するところが、資料２のところからの話だろうと

思いますが、市の中で評価をしたものを我々が評価するとなると、あくまでも第一

次評価とその後行った評価だけしかわかり得ないところでもあり、情報が不足しす
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ぎているところもあるので、ひとつの例であげると、旧園部町というのは大きな人

口があり、それなりの施設もありますが、また八木のほうもついで大きい、次の日

吉町は JR の駅は３つはあるが、それなりの施設がどれだけ園部と比べてあるのか、

美山に入ると交通の便はバスとか自家用車くらいしかないとなると、子育てをする

ための方法論というのも、人口も変わってくるので、地域にあった子育てをどうす

るのかということも含めて、残す事業と拡大する事業、統合しなければならない事

業がおのずから出てくるのではないかと思う。アンケートの分析もしているところ

とは思いますが。最終的に行政評価をするということになると、市民にこのような

評価をして、このような形で事業をあわせて皆さんのためにもっとこのようになり

ます、少ないお金でもっと有効的にこのようになりますという評価を出すほうが、

行政評価をする立場としてはありがたい。それで、評価はどうかといわれると、情

報が不足しすぎており、判断がつきかねるところがあり、２人が可という判断をさ

れているので、可以上はつけにくい。 
委 員： シートと前回の議事録を見る限り、施策とその中の具体的な事業を見ると、感覚

的な話だが、よその自治体と比べると、大変充実していて、そういう意味において

は優であろうと思います。ただし、南丹市の財政には、直接的な支給の類が多く、

非常に負担になっているので、政策判断次第ですが、考えようによっては不可とい

う言い方もできるのではないかと思います。要は全体的に最終評価にしても、この

施策がよいのか悪いのかの何らかの比較というのがほしいが、それが従来の行政の

進め方ではあまりないので、判断に困っています。こういう評価を通じて、そうい

った考え方をできる限り取り入れていただければ、という趣旨だと思います。そう

いう限界の中ですが、基本施策の考え方などを見ていても、保護者のメンタルな不

安、金銭的な不安をなるべく取り除きたいというところに重点があるということは

理解できました。それでよいと思います。子育て事業単体と見れば、よそに比べて、

可もなく不可もなくかもしれませんが、まちづくりとの観点でどう見るのかという

議論がありました。近い将来、さらに住宅が増えるんじゃないか、そういうときの

呼び込み効果としては是非とも頑張るべきじゃないかとかの議論がありました。私

もそういう議論が重要だと思います。書いてあることだけで言えば、保護者の不安

をなくすということでよいと思いますが、もう１歩踏み込んで、今いる親の不安だ

けではなくて、まちづくりとの絡みで不安を取り除くということをどう考えたのか

ということを考えたら、よりよくなるのではないかと思います。そうすることによ

って、課題も明確になるし、目的も明確になると思います。総合計画には適合して

いるのだと思いますが、住民へのアピール力も増すのではないかと思います。とい

うことで、合格か不合格ということで言うと、もちろん合格ですが、合格の中でど

うかというと可としたいと思います。決してダメだと思ったわけではないですが、

従来なかったような比較の視点とか、上位の政策判断を踏まえた事業展開というこ

とも今後考えてほしいという趣旨です。 
 
委員長： 委員の皆さんのそれぞれの評価結果を聞いて、共通している評価が可に近い結果

になっているが、その理由は、判断するうえでもう少し内容の明確化がほしいとい

うことと、評価のものさし、例えばお金の問題、必ず中期計画に落とし込まれてい

くが、そのあたりの関連性がはっきりしないので、評価が一般論になってしまって、
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財政効果も含めて、将来どういう施策を展開すればこうなるという出来上がり図が

わかりにくいということではないかと思う。そんなことから基本施策の評価につい

ては、委員会の答えとしては可ということで評価としたいと思うが、よろしいか。 
委 員： 異議なし 
委員長： それでは基本施策につきましては、評価は可ということで、、委員会の結論にした

いと思います。 
     続きまして、第１分野の７事業を見てきたが、個々の事業もさることながら、７

事業をあわせて、総合的に見てどうかという視点で、委員さんの意見をお聞かせ願

いたい。これも結論としては、優・良・可・不可を判定するとしたらどうかという

ことを委員さんそれぞれにお願いしたい。 
委 員： 直接的な支給事業が多い。そのことが特徴であるが、不安を減少させることにつ

ながっているのかどうか、一層効果の確認に努めていただきたいと思うが、これだ

け充実しているというのは非常に特色があるのは間違いない。事業として充実して

いるということでは、優とか良になるが、確認できるデータがなかったという意味

において評価としては判断しがたい点がある。より大きな政策の手段として適切な

のかということと財政状況と効果という３つの軸から見て、政策判断をしてほしい。

良と判断する。 
委 員： 基本施策評価と事業評価をばらばらにするのは、今回のテーマについては難しい

と思う。事業のほうでは、例えば高校生に対する支援までいつまでも残しても財政

的にいけるのかとかいう部分については、事業評価をもう少しやっていくほうがい

いのではないかと思う。メリハリをつけていかないと、あれもこれもというわけに

はいかない。その辺も含めて、良と判断する。 
委 員： 個別事業を他都市比較すればということで言えば、かなり高いポイントがつくと

思う。こんなアンケートを見たことないという状態にあるということを思えば、こ

れまでやってきたことは、これまでの環境の中ではかなり頑張ってきたということ

での評価はかなり高くできる。ただ、条件がいろいろ変わってきた中で、転換点を

うまく捉えていけるような事業構成になっているかという点については、組替えを

していこうという記述もあったので、その辺は今後組替えてほしい。その際に重要

なのが、もう少し上位で考えるという視点で、基本施策の考え方が甘いと事務事業

の評価ということ自体も甘いままで展開してしまう可能性があるので、留意してほ

しいという意味で、事務事業の評価ということでは先ほどよりポイントが上って、

良かと思うが、今後注意してほしい。書き方自体はわかりにくいので、もう少し丹

念に書いてほしいということは残る。 
委 員： 事業自体は非常に優れた、優をつけてもいい事業だと思う。子どもを育てるのに

は南丹市で、というふうにインセンティブになると思うが、私は制度を知らなかっ

た。そこが問題じゃないか。住んでみてはじめてわかる。それでいい施策ならそれ

でよいが、近隣の他都市と比べて、あるいは京都市から、亀岡市から、綾部市から

引っ張ってくるんであれば、費用対効果の面で努力が足らない。また、それがいつ

まで続けられるんだという財政的制約を考えると、そこまでやっていいのか、直接

的給付事業に関しては、それは貰ったほうがいいんだろうけれども、本当にそれで

いいのかなと思う。せっかくやっているなら、もっと PR すべき。日本全体として、

他都市から人を引っ張ってくることがよいのか悪いのかは別として、もっと PR す
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べき。その部分が足らないと思う。評価としては、良でよいと思うし、いいことを

やっていると思う。 
委員長： 内容的な部分ではかなり充実しているのではないかという評価ができるというこ

とで、評価としては良という意見であります。 
     それでは、４人の委員さんそれぞれ良という評価が出ましたので、この委員会の

総合評価としては良としたいと思いますが、よろしいか。 
委 員： 異議なし 
委員長： それでは、７事業の総合評価としては、良ということで評価をつけたいと思いま

す。 
     それでは、一応これで前回から続きました第１分野の基本施策と各事業の評価の

委員会としての結論を出すことができました。ありがとうございました。 
     続きまして、次の分野に入る前に、５分だけ休憩を取りまして、第２分野に入り

たいと思います。 
 
【休 憩】 
 
委員長： それでは再開します。 

ただいまから、２つ目のテーマ、第２章４ひとを温かく迎えるという分野につい

て、評価作業に入りたいと思います。 
進め方としては、基本的には前回及び今日の第１分野でやったのと同じ方向で進

めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
ただ、第１分野は終わったんですが、評価の仕方というか、難しい面が若干あっ

たということが出てきているが、事務局ではどうですか。 
事務局： 委員長からご指摘もあったように施策評価と事業評価を別々に行うというのは難

しいということを感じましたので、次のひとを温かく迎えるにつきましては、基本

施策の考え方の説明をさせていただいて、前回はそれに対してのご意見ご質疑とい

う形だったが、施策と事業はリンクしているので、施策の概要を説明し、施策の考

え方を理解いただく中で、続けて個々の事業の説明にも入らせていただいたらどう

かと思います。ただ、全部の事業を通してやっていくと、ひとをあたたかく迎える

というテーマでもそれぞれの事業の性格を大きく違いますので、事業についてはひ

とつずつ説明が終わった後に質疑・意見をいただくという形態で、基本施策だけの

説明の後に意見・質疑という形態から、そこの部分は変えていきたいと思います。

評価については、先ほど一旦、それぞれ分けてしていただきましたが、この部分に

ついては委員のご意向により軌道修正もしていってはどうかと感じています。これ

については、今回の章が終わった時点でもう一度ご意見をいただいて、事務局とし

ての判断もしていきたいと思います。 
委員長： ただいまの事務局の説明のとおり、前回は基本施策を説明してその意見を交換し

たが、その中にはそれぞれ各事業があるので、むしろそれを一体化して、基本施策

も評価しますし、事業も評価していくという関連性の中で検討したほうがいいので

はないかという意見です。前回と若干進め方を変えますが、そのような形で行きた

いと思います。 
     それでは、第２分野のひとを温かく迎えるという基本施策の説明と一つ目の事業
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である観光協会事業の説明を事務局のほうからお願いします。 
事務局：【資料に基づき説明】 
委員長：ただいま事務局から、２つ目のひとを温かく迎えるという基本施策の説明と５つあ

げられています事業のうちの１番目の観光協会事業についての説明がありました。

前回と同様に作業を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご意

見等、ご質問でも結構ですからお願いします。 
委 員： 基本施策のところで、ひとを温かく迎えるということと、観光客が減って困って

いますというのはつながらない。極端には、暖かろうが冷たかろうが、要するに観

光客が来てくれて、地元でお金を落としてもらうということが大事だと思います。

それを直接的に書くのはいけないので、こういうことになっているのだと思うが、

観光協会事業だけではなくて、他の資料も見ると本来の目的は、他のところから来

てもらって、南丹市の経済に役に立つようにしてもらったらそれでいいと思います。

ただ、イベント事業を見ると、果たして観光客を呼ぶための事業になっているのか、

地域の中でまとまりを作るためのイベントになっているのか、性格付けがあいまい

のような気がする。イベントの話になってしまうが、このイベントを見て、果たし

て他の市から誰か来てくれるのか、果たしてそれだけの魅力があるのかなと思う。

それであれば、地域の人の懇親なりコミュニティを作るためのイベントとして純化

したほうがいいのではないか。その辺が基本施策の現状・課題から出て行くところ

はよくわかるが、もう少しうえのところのつながりが変だと思います。 
事務局： 施策のところでも若干説明したように、現状と課題については、観光入込客が減

っているということだけしか伝えられていないが、施策のところに市民交流という

ことを記載している。本来、事業の全体から見たら、市民交流、地域交流も含まれ

ているという部分から見ると、その部分の現状・課題と目標が十分説明ができてい

ないということはご指摘のとおりと感じています。 
委 員： 市民交流ということの目的はかなり違うと思います。観光客に来てもらって、経

済効果を出すということときっちり区分けしないと効果として評価する場合にいか

がなものかと思います。 
４つの観光協会は法人格がありますか。 

事務局： ４協会とも法人格は整えていない。 
委 員： 具体的なことに入る前に、ひとを温かく迎えるという基本施策からいくと、市外

の方を温かく迎えるという施策かと思いますが、そうであれば、市民の交流促進と

いう意味合いからこの観光協会の事業内容というのが、ずれているという感じがす

る。目標を絞った形で考えるほうがわかりやすいのかなと思います。具体的な観光

協会の名前について、園部以外は旧町の名前がついた観光協会だが、たぶん園部の

中ではるり渓が一番観光の目玉で、るり渓観光協会となっていると思いますが、市

全体としてどの町も同じようなスタンスの事業活動、地域にあったものは当然必要

でありますが、どう整理していくのかというところの問題があろうかと思います。

基本的に所属長の総括評価も統合によるスケールメリットの拡大とあり、第一次評

価も第２次評価も統合というキーワードがありますが、本当に統合することによっ

てどういうメリットが出てくるのかという具体的なものがないと各観光協会も一緒

になりましょうという話にはならないと思います。難しいのは人件費があるところ

とないところもあるだろうし、統合のメリットをどう判断していくのかというとこ
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ろが難しいところではないかと思います。 
委員長： 基本施策のタイトルになっているひとを温かく迎えるという大きいくくりから言

えば、基本施策に関連する具体的な事業も市外からの人を受け入れる、呼び込むと

いう部分と、それを迎えるという市民の展開を重点的に見るべきではないのかとい

う意見かと思いますが、そのあたりはいかがですか。つまり、市民の交流も大事だ

けど、それは観光というかひとを温かく迎えるというタイトルから見ればニュアン

スが違うのではないですか。 
事務局： 先ほど同じような説明になるが、市外の方々の入り込みありますし、総合振興計

画の中では、市民の相互の交流についても施策の方針には掲げています。そこが、

資料の施策の考え方では記載できていません。 
委員長： るり渓観光協会はどういう背景がありますか。 
事務局： るり渓観光協会については、合併前の旧園部町では観光施策の中で観光協会とい

うものを持っていませんでした。園部というとるり渓が観光名所ということになっ

ているので、地元の観光協会という位置付けでるり渓観光協会について支援を行っ

てきました。現在の状況は、南丹市発足して３年、まだ旧町ごとの色濃く観光協会

があります。旧町ごとの観光協会の取組みを点という表現をすると点的な展開、そ

れと合併をして今後面的な事業展開を行っていくという観点から将来は４つの観光

協会が合併し、南丹市観光協会というような形で、法人格を持って構成できれば、

市の職員もそこへ出向することも可能になります。そういった面で協会と市の協働

という展開も図れます。誘客の仕方としては、市内のイベントのみという考え方は

持っていません。関東圏からの入込客の仕掛けなどの展開も行っています。目的は

他府県の方に入っていただいて南丹市の良さを知っていただく中で、観光にお金を

落としてもらう、そのことが地域の活性化につながる。そういった取組みの中で地

域の高齢者の働く機会の創出なり、雇用の創出という点もあるので、大きく言えば、

温かく迎えるという中で、地域のコミュニティの形成ということは考えています。 
委員長： 花火大会の件はどうですか？るり渓の事業ですか。 
事務局： 商工会の事業です。 
委 員： 今、目標の説明がありましたが、優先順位が明確にわかればと思います。目標値

が２４年度で２００万人というのがある。シートの箱の中に書いてあることだけで

も、地域的にも万遍なく来てほしいし、季節的にも万遍なく来てほしいということ。

それにもコミュニティ形成とか、いろいろ理由があるということで、それはそれで

わかります。ただ、来るというだけではなくて、地域経済の活性化も図りたいとい

うことで、それぞれ大事だろうが、どういう順番なのか、どういう優先順位なのか、

もしあればお聞きしたい。 
あと、これも厳しい質問になるが、実際問題、１５０万とか１６０万で推移して

いる中で、あと数年間で２００万というのは、あまり現実的でもないように思いま

すが、そのあたりをどう考えていますか。 
委員長： まずひとつは２４年度観光入込客２００万人という大きい目標が設定されていま

すが、それの実現の手順として、どういう順位を想定しているのかという質問です

が。 
委 員： 人数か、仮に人数が減っても金額だけ一定数あればいいんじゃないかとか。 
事務局： 入込客数については、あくまで目標数値ということで、本来考えているのは観光
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の消費額です。実情としては京都市内からここまでなら JR でそんなに時間もかか

らないで来られるところなので、さっと来て、短時間の滞在で帰るというケースが

多い。そういった中で、長く滞在して食事なり娯楽をするという形で最終的には観

光消費額の増加を図っていきたいと考えています。目標値の２００万人がクローズ

アップしているが、消費額が活性化なり、観光産業における地域雇用につながると

いう観点で進めています。 
委 員： 勝手にまとめると、人数が増えて、地域的、季節的に万遍なく来ていただくこと

によって、金額が増えるんじゃないかと考えているということですか。 
委員長： 金額の想定もある程度していますか。現状１５０万人で、２０億円を２００万人

に持っていった場合の金額は想定していますか。 
事務局： 今のところ消費額の想定はしていません。 
委 員： 人数を増やして、金額も増やそうとすると、南丹市全体を見ると宿泊施設が少な

いと思う。結果的に、来た人がその日のうちに帰るということになると落とすお金

は当然少なくなると思う。それぞれの町でどれくらいの宿泊が見込めて、イベント

との関係でどれくらい泊まれるのかというところから、入ってくる客の数と売上げ

はつながってくると思うので、宿泊の数とイベントの収容人数は把握することがよ

いと思います。 
委員長： 目標値２００万人を実現する要件がいくつかあるだろうが、その中のひとつとし

て宿泊施設がそれだけ充実してあるのかどうかは検討が必要ではないかという意見

ですが、いかがですか。 
事務局： 宿泊客数は平成１８年で５３，５００人強、平成１９年度で５７，１００人強で

あり、宿泊にかかる消費額が１８年度で３８，７５０万円、１９年度で３１，６２

０万円となっている。市内の宿泊施設の収容人数はしばらくお待ち願います。 
委 員： 各観光協会は法人格がないということだが、今回の評価のところでは、統合によ

るメリットがあるのだということだが、市のほうからたくさん補助金は出ているが、

独立した協会を統廃合というのはできるものですか。 
事務局： 行政から指導するというわけにはいかないと思いますが、各団体の考えのうえで、

合併すればメリットがある議論になればできると思っています。ただ、今各々の協

会で行われている内容で無駄な点もあり、ひとつにすることによって有効な PR 活
動が行える点もあるので、そういったところについては今後論議が必要と考えてい

ます。 
委 員： 観光宣伝事業との関係ですが、これは市が直接しているのですか。 
事務局： そうです。 
委 員： 観光宣伝事業と観光協会がやっている事業はどういうふうに住み分けというか、

整理をしているか。例えば、観光協会で宣伝に行って、るり渓観光協会はどこです

かといわれても東京のほうではわからない。行政単位としては南丹市だといわない

と宣伝効果の面でもおかしいという気がするのと、市独自の事業との比較で、どっ

ちがどういうふうに効果があって、どうなるのだということがわかりにくい。ここ

で書かれている観光宣伝事業の内訳では、いろんなことがあり、例えば京都府と一

緒にしたり、JR と一緒にしたりとなっているが、それなら観光協会は何をしている

のかと、どういう効果があったのかが見えてこない。 
委 員： そもそも論で、基本施策のひとを温かく迎えるということについて言えば、この
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点についてあまり考えていないのではないかと感じます。なぜ施策にこういう言葉

を使ったのかという背景が事業には現れていないというのが最初の印象だった。こ

の事業は、地域の独自性が出るし、創造的に考えればいくらでもできる事業だけれ

ども、どこへ行っても同じ事業しかしていないというのが印象である。中身を見て

もどこへ行ってもしていることで、本当に２００万人呼びたいのかなあ、というの

が正直な印象です。ひとを温かく迎えるという銘を打った背景には、おそらく日本

全国どこへ行っても、ここにあるような環境はあって、ネームバリューから言えば

丹後のほうがずっと強くて、ここはスルーパスされる可能性が非常に高いところに

あるのだから、よほど大きな施設を持っていない限りはホスピタリティで何とかし

ていこうというところがあったのではないか。だから、こういう施策の言い方があ

るんじゃないかと思って理解したが、そこが目標像とか課題認識にはなっていない

し、ましてや事業にはなっていない。厳しい言い方をするとそうだと思います。な

ぜ事業になっていないかといえば、観光協会がしている事業の中身をどう評価して

いるかと統合という話が出た段階でそう思いました。行政がすることと観光協会が

することが同じではダメだと思います。観光協会にお金を出すときには PR 宣伝費
のためにお金を出すのではなく、人に動いてもらう、地域の中で受け入れ態勢を作

るために動いてくださいという形でお金を出すのではないのかと思います。印刷費、

PR費くらいなら行政が東京へ陳情に行ったときに一緒に、宮崎県の知事ではないけ

れども、ああやって一生懸命やってくるので、そのためのソフトや人やものを作っ

て、受け入れ態勢を作っておいてくださいというのなら、役割分担としてはわかる

が、そこがあまり考えられていないのではないかという印象が強くて、それが施策

の考え方のシートに端的に現れてしまっていると思います。外部条件はいろいろあ

るが、ひとを温かく迎えるという事業が全くされていないという意味においては、

そこを強化しないといけないし、今やっている事業は見直さないといけない。そう

いう視点で見直さない限りは事務事業評価をやっている意味がないというくらいの

ものだと思います。そう考えると協会そのものよりも、協会がどれくらい動いたの

か、イベントをするだけで、イベントは一過性のものだから、通年で人が泊まりに

来ることはありえないし、宿泊施設を拡大したところで稼働率が低いのなら投資す

るだけ無駄で、民間のほうが泣くのが目に見えているのに、そんなこと施策でやり

なさいとはいえないだろう。それよりも、人が動いて、元気になって、丹後に行く

前にここへ寄ってよ、とか丹後の帰りにここに寄って晩御飯食べて帰ってよ、とい

うような魅力のある人がたくさん増えて、魅力のある食事がたくさん増えるほうが、

ここにあったひとを温かく迎えるという観光資源になると思うが、そこをどう理解

してこの基本施策を作っているのかというそもそもの疑問を感じています。そもそ

ものところで突っ込みが弱い。独自性とか、この基本施策を作ったときの気持ちが

入っていないと感じるのがすごく残念に思います。こういう文言はなかなか書けな

い。この文言を選択するということはできない。そこが通って折角こういう言葉を

使っているのに、その気持ちがちゃんと入っていないと感じます。 
委員長： 目標に掲げられている内容から見ると、具体的な考え方、行動目標がわかりにく

いというか、どこまで考えているのかが見えてこない。同時に観光協会の事業と市

が行っている観光宣伝とがどういう住み分けになっているのか、効果とかを総合的

に見なければならないが、そのあたりを含めて追加説明があればお願いします。 
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事務局： その前に先ほどの質問の宿泊可能数ですが、MAX で１，４２０人です。 
委員長： 年間で見通すと稼働率は程度か。 
事務局： ４割程度。 
委員長： やはりそれは勿体ないから上げていく戦略を書いて、具体的に落とし込んでいか

ないといけない。 
事務局： 季節によって差がある。４月、８月、１０月、１１月が多くなるが、月ごとに開

きがある。 
     南丹市が行っている観光宣伝事業と観光協会事業の住み分けは、園部については

合併後３年を迎えるという状況の中で旧町エリアの PR 事業が主に観光協会の事業

で、南丹市の観光宣伝事業については、合併後の南丹市を PR するという観点で事

業を進めています。観光協会については４つになっており、旧町ごとの PR 活動が

色濃く残っているというのが現状です。これについては早くオール南丹で観光資源

をネットワーク化し、より有効な宣伝活動が行えるように考えていく必要があると

思っています。 
     地域における観光資源としては、旧美山町ではかやぶきの里など全国的に有名な

観光資源もあるので、それをひとつのコアにした中で、南丹市をネットワークした

PR を行っていきたい考えています。 
     また、昨年度から有害鳥獣として嫌われている鹿を使い、鹿肉のキャンペーン等

を行っています。観光資源と駆除するだけの鹿肉の有効活用に取組み、付加価値を

つけた観光を行い、観光 PR につなげたいと思います。 
委 員： 評価表のシートの裏面の協働性の評価のところは、ここでは市民とか市役所以外

の民間との協働という趣旨ですね。この事業に関し、他の地方公共団体との協働の

評価をする必要がないのか。南丹市独自でそんなに観光資源として目立つものがな

いとすれば、極度に世界的規模の京都市という観光資源があるのだから、来たつい

でにやってきてもらうというような観光宣伝活動はしているのでそれはよいのです

が、夏であれば宮津のほうへ泳ぎに行く途中で来てもらうとか、そういう面で横の

基礎自治体との協働の評価はいらないのかという気がする。 
     どのターゲットを狙っているのかがわかりにくい。例えば、全国規模で関東圏と

かを狙っている部分と、近畿圏内でちょっと温泉に入って帰っていくとか、今観光

客を連れてくるのは外国人なので外国客をどうするのかなど、発信側の部分と目標

側の部分が分かれていない。 
委員長： 評価シートの協働性の部分で他の関連自治体との絡みも全体としては評価してお

く必要があるのではないかという意見と戦略的にどういう事業をどういうふうに取

り組んでいくのかというあたりが市全体の優先順位になるのかと思いますが。 
委 員： 優先順位というより、発信側ではなく受取側のフェースシートで受取側の属性を

どう分けるか。そこまで考えていないなら仕方ないが。要するにマーケティングで

す。 
事務局： 誘客という面では、ターゲットを絞るのは難しい。行政で取り組んでいる観光宣

伝については、関東圏の方を狙って、東京等でのエージェントを対象に観光 PR を

行うなどの形をとっています。るり渓温泉等については、大阪から交通の便がよい

ことから大阪からの日帰りの入浴客が多い。そういった利点を活かした誘客を図り

たい。近隣市町村との連携では、京都府観光連盟との連携の中で取り組んでいます。
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小さな範囲では隣の亀岡市、京丹波町とで京都中部圏の観光振興を図るため、コー

ス設定をし、取り組んでいます。そのほか JR との連携による仕掛けも取り組んで

いますが、どの仕掛けが効果があるという判断は難しいところがあります。情報は

できるだけたくさん出すようにしています。 
委 員： 具体的な事業がないので提案になりますが、今は短時間滞在が多いなかで、美山

町なんかは京都からもよく来るということですので、そこで回遊性を高めて、滞在

時間を延ばして、食事や宿泊をしたら消費が増えていくだろうということですが、

それはなかなかハードルが高いので、物産の開発と販売がうまく連携し、観光客用

に軽くて高価ですぐ買えるというものを開発する。マイカー客は道の駅などで農産

物とかを中心に売れていくと思いますが、駅とか道の駅とかドライブインなどでこ

の地域の物産を売っていくというのも広い意味では同じ枠組みであると思います。

バラバラな施策と考えるのではなく、消費額増が狙いだとすれば、そこの連携も必

要であると思います。道の駅にはいろいろあってよいと思いますが、駅には逆にび

っくりするくらい何も置いてない。そういった隣接施策との連携が重要と思います。 
委員長： 売る商品を前向きに開発して、それを売る仕掛けを具体的な事業展開として組み

立てておくことも消費を作っていくという意味では必要ではないかという意見だと

思います。 
委 員： 車やバスで来て、無理やり引き止めなくても、立ち寄って買っていくというので

も消費の拡大にはつながると思うので、いろいろなアプローチを考えればよいと思

います。 
委 員： 観光協会事業に限ったことで、２枚目の別紙で、タイトルがあって市の知名度の

向上なり観光ネットワーク体制を確立するために運営費補助を出すのだということ

で、観光ネットワーク体制を確立するための補助金なのかどうかというところが考

えなければならないところです。補助金額についても客観的な支出基準も明確にし

ておくべきです。 
委 員： 今まで旧町で出してきたから、ずるずる支出するのではいけない。 
委 員： 観光ネットワーク体制を確立するためという目的に対して説明がない。具体的に

どういうものができたのか、どういうことをして、どういうネットワークを作ろう

として、その到達度はどうであったかということが見えない。これだと各施設の管

理等をしているだけなのかと思ってしまう。ネットワークといっても道路を作るこ

とはないと思うが、何をもってネットワークを構築するのかということが不明確で

ある。その辺の戦略を行政が主導してするのか、主導できる主体を作ろうとしてい

るのかも腹をくくって取り組むほうがよいと思う。 
委員長： 補助金の問題は非常によく議論される分野だと思うが、補助金を出すということ

は目的がはっきりあって、事業結果に対する評価が繰り返されているはずであるが、

事業の中身と今後展開していこうとしていることがつながっているのかどうかとい

うことかと思いますが、その辺がわかりにくい。 
委 員： 事業内容が書かれているが、結局何をしているのかよくわからない。例えば費用

対効果で言うと美山町に６２０万円払っているが、それに見合うだけの効果がある

ということでないと、行政として公平性の観点等から見ておかしくなってしまう。

過疎地対策としてここに手厚くしているということであればわかるが、観光事業と

しては説明できないのではないかと思います。とにかくそのまま引き継げばいいの
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ではないかという感じしか受け取れない。 
委員長： 統合の方向性は具体的に決まっているのですか。 
事務局： 所属長の評価なり、２次評価のところでは、合併統合を視野に方向性は見出して

いますが、具体的には動いていません。担当課としては各観光協会の理事等には公

式ではないが話はしています。 
委員長： 基本施策の目標との関係から、避けて通れないという感じを持つが、それが具体

的に何もまだ検討してないという中での基本施策ということになると、つながりが

ないことになるという意見ですが、どうですか。 
事務局： 補助金額の基準についても旧町の流れをまだ引き継いでいます。日吉町観光協会

なり美山町観光協会については４８０万円程度で、過疎という一面もあるので、２

つのエリアについては、高く交付しています。内容は観光協会の運営及び事業実施

の支援になっています。協会にもそれぞれ会員があり、個々の観光資源の保全にも

努力いただいています。 
委員長： 時間も長くなりましたので、今日の新しい分野の基本施策と１つ目の事業の観光

協会事業については、一応ここで締めたいと思います。次に順序が逆になりますが、

スプリングスひよし管理運営費について、事務局のほうから説明願います。 
事務局：【資料に基づき説明】 
委員長： ただいま事務局からスプリングスひよし管理運営費について説明がありましたが、

質問、意見がありましたらお願いします。 
委 員： この成果指標は、日吉ふるさと株式会社のほうが指定管理をされたときに出され

た数字ということですか。目標値の設定はされていますか。 
事務局： 指標については、開業時の数字ではなく、最近の状況を見たうえでの数値を入れ

ています。 
委 員： 行政側が入れたものですか。 
事務局： 市のほうで入れたものです。 
委 員： 指定管理に出す場合、行政側が責任を持つというのは、目標をつけるところまで

含まれるのか否かですが、両方ありえるとは思いますが、これくらいの人数はあげ

てほしいということがあった後で契約するということは、目標をつけたから自主性

を奪うということにはならないと判断します。 
委 員： 指定管理者のほうは数値目標設定はしていないのですか。 
事務局： 当然、年間の経営状況なり予算立てをする際に持っています。２１年度数値につ

いては、設定した段階が１９年度なり２０年度当初であったため、会社へ確認せず

に計上しており、会社の目標とは若干異なっています。 
委員長： 指定管理者制度ができたときのそもそもの目的は、民間の活力を使って行政の負

担をできるだけ軽くしていこう、そのうえでサービスを良くしていこうという欲張

った、よい制度だと思いますが、その部分で見た場合、このケースの場合は、指定

管理者制度導入以前と導入後の現在の状況とでは、総合的な経営効率などはどうな

っていますか。わかりやすい例としては南丹市の負担がどうなっていますか。 
事務局： この施設については、平成１８年度の途中から指定管理者制度で運営しています

が、それ以前は一定額の委託料を支払うことによって、良好な維持管理をしていた

だいていました。基本的に委託料の範囲内での運営をしており、特に指定管理にな

ったから市の負担が軽くなったということには結びついていないのが現状です。開
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業当初から、どのような運営・経営をという見込みを立てた中でのスタートでした

が、営業開始以降１０年間程度は赤字が続くであろうという見込みのもとにスター

トした施設です。その中で株式会社という形態をとって、少しでも良好な運営をし

ていこうとしました。そういう点から、一定の委託料を払うことによって、当初の

予定の１０年間は赤字覚悟ということから見れば、かなり当初の目標を上回った運

営をしていると判断しています。 
委 員： 評価表の対象で施設を利用する市民とあるが、観光振興であれば、ほかの市から

どれだけ来たかというのがないとおかしい。利用人数にしても、入込客がどれだけ

あるかということがぜんぜん書いてない。地域振興事業であればよいが、観光事業

として使うのであれば、これをどう有効活用しているかという視点がない。利用人

数のうち、何人他都市から来ていただいたのかという指標がないと評価のしようが

ない。 
事務局： 市内、市外の具体的な数字は把握できていない。書き方については、南丹市の振

興ということから判断したため、市民という言葉を使いました。当然、市外の方を

含めて対象として、たくさんの方に来ていただこうという思いで運営をしており、

市民という表現だけでは言葉足らずでした。 
委 員： こられた方に身分証を見せろとはいえないが、たぶん年間パスとか回数券という

ような制度があるだろうから、その利用者が述べ何人で、それ以外の方がどうかく

らいはデータとして書けると思います。観光という中ではそういう視点が必要であ

ると思います。 
     指定管理として特に問題があるとは思わないが、観光事業としては適切に良好に

施設を運営するというよりも、観光政策に対し株式会社に一層の協力を求めるかど

うかということ。スタンプラリーとかでの協力など、観光とのつながりがもう少し

でてこないと観光事業としては違和感があると思います。 
委 員： 先ほど話があった物販とかがあると思うが、観光事業の中で果たしてリンクされ

ているのか、PR のところを見てもよくわからないので、評価がしにくい。 
委 員： 指定管理者に対する第三者評価は実施していますか。 
事務局： していません。 
委 員： 内部評価はしていますか。指定期間は？ 
事務局： 年度途中から始めたので、２年７ヶ月であり、来年３月に１期目が終了し、更新

の時期になります。 
委 員： そうであれば中身をもっときっちりと書いて、当初予定していた事業がこれで、

それに対してこれだけの成果がありましたというデータが少なくとも１９年度分は

出てくるはずである。 
     事務事業評価の中で、指定管理者のパフォーマンスの評価と行政としての評価を

どの辺で役割分担させるのかという点がわかりにくい。 
委 員： 指定管理者を通じて何かの施策をやろうとしているなら、当然事務事業評価の枠

内に入ってくる。他市でもそういう例はある。単に指定管理を適切に実施したかと

いうことだけを外部評価している例も多々あるが、それをここでやっても時間がか

かるだけである。観光施策の一環としてスプリングスひよしに何かしてもらおうと、

つまり観光協会と同じ関係にあるわけで、そういう政策意図がある場合には十分評

価対象になるが、今そういう意図を持たしているのかどうかということになれば、
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そこはないかもしれないというふうに見ていました。 
委 員： そこをもう少し明確にしないと、どこで評価したらいいのかということがわから

ないということになる。 
委 員： 提示された情報を第三者的に見た限りにおいてという狭い範囲で言うと、指定管

理としておかしいという明確な証拠は見つからない。 
委 員： 指定管理としておかしいということはないが、行政の事務事業評価として何を評

価したらいいのかが難しい。 
委 員： 適正に管理されていて、それでよいというのであれば、評価の対象にならない。 
委員長： 効率性の評価の９、１０で見ると、いずれも削減の余地あり、正当な受益者負担、

運営方式も考えたほうがよいのでは？という評価になっているように見える。その

部分は何かものさしがあって、例えばもっとローコストで運営できるのではないか、

という意見が背景にはあるのではないのですか。私の経験からは指定管理者を選ぶ

ときには５年間この額で運営してほしいということがベースにあって、行政コスト

を下げたうえで、安心してサービスが任せられる業者を選定するというのが、指定

管理者の選定だと思う。その過程が資料ではわからない。削減の余地ありであれば、

受益者負担も取り入れて、運営を行政の負担にならないようにすべきではないかと

も見える。 
     この施設はできて何年くらいになりますか。 
事務局： １０年です。 
委員長： この施設ができたときの運営計画と現在の姿ではどうなっていますか。 
事務局： 計画ではもっと赤字が続くだろうという計画で出発しました。入込客そのものも

もっと少ない人数を想定したなかで出発しました。しかし、結果として、営業努力

の面もあると思いますが、たくさんの利用もあり、赤字が続くだろうという点も早

期に改善され、当初計画よりはかなり良好な運営となっています。当然、委託料を

支出しているといったことはありますが、１０年間そのまま来たということではあ

りません。コスト削減のことについては、説明にも書いているとおり、朝１０時か

ら夜１０時までの１２時間営業をしており、また温水プールを抱えています。プー

ルは夏場にこそにぎわう施設ですが、通年営業しています。こういった時間的な問

題を工夫することができれば、コスト削減もできるのではないかということで、削

減の余地ありとしています。 
委員長： 時間も迫ってきていますが、この事業については、今日の時間内で終えたいと思

いますので、意見があればお願いします。 
事務局： 先ほど指摘のあった指定管理者に関しての評価について、事務局のほうもどうい

う整理をしていくかの迷いがあります。施設の運営の委託料に対する事業評価を中

心に進めていくのかということが、意見をいただいたことで整理がつかない部分が

ありますので、あらためてアドバイス的なものをいただければありがたいと思いま

す。現状は、あくまでも管理運営費という形でシートを作成していますので、今回

はこのシートに対して意見をいただきたいと思いますが、今後指定管理の施設が出

る可能性もありますので、この辺の整理の仕方にかかるアドバイスもいただければ

ありがたいと思います。 
委 員： 本当ははずすと仕事が楽になる。やや種類の違うことになる。指定管理料が見合

うかどうかは事務事業の評価とは別枠にしたほうが楽になると思います。 
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委 員： それを入れて評価できるかどうかということであり、管理委託料に見合うだけの

事業をしているかどうかということになると、ここで議論するのは難しいと思いま

す。これだけの管理委託料を払って、一応適正にやられているだろうということは、

ここで判断しないで、別のところで判断してもらったほうがよいと思います。その

前提があって、２，６００万円の支出を市の事業としてどう評価できるのかという

ことで議論をしたほうがよいと思います。 
委 員： ２，６００万円で温泉、温水プール、体育館、レストラン、物販施設を運営して

いることの是非、どれだけの効果があるかという評価はせざるを得ない。 
委員長： 指定管理者に支払われている指定管理料の妥当性を財政面から見たりして、評価

をすべきじゃないか、指定管理者の事業全体の部分に入っていくのは難しいのでは

ないかということ。行政負担としての委託料の妥当性ということかと思います。 
委 員： 基本的にどういう情報があれば意見が得られるかといえば、同種施設の委託料だ

とか、利用者の比較や施設ごとの営業時間・期間や利用者数ということがあれば、

意見は言える可能性があります。 
委員長： 行政側から見ると、指定管理者を決めて委託する背景、目的は去年よりも今年、

今年よりも来年ということで、できるだけ民間努力でやってもらって、コストを節

約していってもらうという経営努力を求めていると思う。そういう部分がないと、

指定管理者そのものが以前と変わっていない、金額も同じとなったら、指定管理者

制度そのものの目的から、妥当な指定管理料かどうかは問われることになる。 
委 員： 最初にあった観光協会もそうですが、団体などに対してお金を出すということに

ついて、何を期待しているのかということが明確にならないと、その期待値に対し

てこれだけ投資して、達成しているのかというのがわかりにくいのは同じです。指

定管理の中に踏み込まないにしても、施設ごとにどれくらいうまく集客しているか

だとか、どれだけ売り上げたかとかのレベルの数値を見ておくほうがよいと思いま

す。 
     行政の役割と民間の主体に対して何を期待してお金を出すのかというあたりの役

割分担が明確にならないと評価しにくい。 
委員長： 指定管理者に払われている委託料の評価という視点で意見が出ているが、指定管

理料の合理性、妥当性について、事務局のほうはいかがですか。 
事務局： 指定管理料の妥当性については、現時点では追求できていません。今いただいた

意見を参考にして、もう一度整理をしなければならないと思いましたので、お願い

したところです。 
委員長： まだ、議論、質問もあるかと思いますが、時間もほぼ使い切りましたので、本日

の作業はこれで終了したいと思います。 
     今日、第２分野に入りましたが、残った事業３つ、各種イベント、観光イベント、

観光宣伝については、あらためて次回に説明を受けたうえで、意見交換したいと思

います。 
     今後について、３つの事業は次回の時間内に終えて、総合評価も終えたいと思い

ます。さらに残った時間に、今後の進め方についての意見をいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
  

２）その他 
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委員長： 事務局のほうから、連絡事項等がありますか。 
事務局： 日程調整の結果を報告 

次回日程 平成２１年２月３日（火）午後２時～５時 
委員長： 次回第４回は２月３日火曜日午後２時から５時ということで決定します。 

 
３．閉 会 


